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０１

廃棄物処理法

H２０/４/１改正

（廃棄物増加抑制）

① 「 処 理 業 者 の 許 可 状 ・ 契 約 書 の 確 認 」

②「マニフェスト伝票の確認・保管」

③中間処理業者 ９0 日以内戻り

④最終処業者 １８０日以内戻

⑤毎年度６月末日、報告

県

福祉保健所
有

工 事

総 務

０２

建築基準法

Ｈ1９/6/２０改正

（人体への影響）

①３F 以上の建築物：中間検査義務

違反：罰金 1 億円以上

② ホルムアルデヒドに関する規制

内装、換気設備、天井裏

各

市町村
有 工 事

０３

建設リサイクル法

Ｈ15/6/18 改正

（廃棄物増加抑制）

解体：８０㎡以上 新築：５００㎡以上

① 元請負業者（顧客要求の場合も）は県知事（発

注者）へ分別解体の計画等の届出を行う事。

② 完了後の報告

県

環境保全課
有 工 事

０４

家電リサイクル法

Ｈ15/6/18 改正

（廃棄物増加抑制）

特定家庭用機器（家電品）を排出する場合は再商

品化する者に適正に引渡し、料金の支払いに応じ

る事。ＰＣ等：リサイクル券の購入（郵便局等）

県

環境保全課
― 総 務

０５

県グリーン購入方針

Ｈ1８/６/２6 改正

（廃棄物増加抑制）

物品購入の際に出来る限り環境物品を選択する

事。リサイクルし易い物品の購入・購入物品の長

期利用・等
県

環境保全課
― 総 務
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０６

騒音規制法

振動規制法

（特定建設）

Ｈ16/6/9 改正

（住環境悪化）

違反罰則有「A 地区：住宅から１０ｍ以内の建設

現場は６０ｄｂ：７，５ｋｗ以内」

① 特定建設の場合、低公害型使用で届け出なし

② 杭打ち等の場合届け出あり（特記仕様書）

各

市町村

無

（有）
工 事

０７

消防法

Ｈ16/6/9 改正

（CO2 排出）

第四類等を指定数量保管又は、取り扱うとき当該

消防署長への届出義務あり。危険物取扱者の設置。

（２００ℓ以上）「別紙参照：P4」

※ １／５以上の保管で少量危険物扱い

（危険物取り扱い者の設置）消防署へ届け出あり

各

消防署
有

総 務

工 事

０８

「沖縄県」赤土等

流出防止条例

Ｈ16/１０/20 改正

（海洋汚染防止）

建設現場での赤土等排出濃度：200ｐｐｍ以下に

抑えて排出事。1,000 ㎡以上の工事は届出あり。

（自社基準 180ｐｐｍ）

① 届け出の確認（計画）

② 報告の提出（書類作成）

県

環境保全課

保険所

有 工 事

０９

建設業の環境保全自主

行動計画(第４版)

Ｈ１９/４/１改正

（廃棄物増加抑制）

リサイクル促進・廃棄物の適正処理

グリーン調達の促進等

廃棄物の再資源化促進（分別徹底）

① ゆいくる材の計画（出荷量証明）作成

（特記仕様書による）

沖縄県

建設業協会
―

工 事

総 務
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１０

自動車リサイクル法

H16/7/28 改正

（廃棄物増加）

適正な処理業者への廃棄委託。廃棄業者への再資

源化預託金の支払いを行う事。

普通乗用車：約￥15,000－等

マニフェストの管理

経済産業省

環境省
有

工 事

総 務

１１

産廃税

Ｈ１８/４/１施行

（廃棄物増加）

産業廃棄物の種類によって税率が変わる。換算係

数に基づき届出が必要。

（１トンあたり、1,000 円）

県

県税事務所
有 総 務

１２

特定特殊自動車

排出ガスの規制

Ｈ１８/４/１施行

（CO2 排出）

特定特殊自動車は、表示が付されたものでなけれ

ば使用してはならない。

ｵﾌﾛｰﾄﾞ法の施行前に製作された特定特殊自動車

は、上記の規定は適用しない。

経済産業省 有 工 事

１３

石綿障害予防規則

Ｈ１７/７/１改正

（人体への影響）

① 則事前調査・届出・報告・特別教育実施・適

正な処理業者への排出

（マニフェスト伝票確認・保管）

② 有資格者の適正配置（

特化物取扱い者の選任・設置）

③ 許可状確認

県

福祉保健所
有 工 事

１４

特記仕様書

顧客支給

（顧客要求）

個別工事による

国

県

市町村

有 工事部
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工事部（現場・ヤード）「保管量限度：１/５」

第４類 特殊引火物 ジエチルエーテル など 保管

限度量

リットル

50

第１石油類 非水溶性液体 （ガソリン、シンナー 等） ４０ 200

水溶性液体 (t)ブチルアルコール 等 400

アルコール類 400

第２石油類 非水溶性液体 （灯油、軽油 等） ２００ 1,000

水溶性液体 酢酸 等 2,000

第３石油類 非水溶性液体 （重油 等） ４００ 2,000

水溶性液体 グリセリン 等 4,000

第４石油類 （ギア油 等） 1,200 6,000

動植物油類 （大豆油・食用油 等） 10,000

第５類 第１種自己反応性物質 キログラム 10

第２種自己反応性物質 100

第６類 過塩素酸

発煙硝酸 など

キログラム 300


